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第９回原子力委員会定例会議議事録（案） 

 

 

１．日 時   ２００３年４月１日（火）１０：３０～１２：００ 

 

２．場 所   中央合同庁舎第４号館７階 共用７４３会議室 

 

３．出席者   藤家委員長、遠藤委員長代理、木元委員、竹内委員、森嶌委員 

内閣府 

 永松審議官、榊原参事官（原子力担当）、犬塚参事官補佐 

経済産業省 原子力安全・保安院 

 薦田審議官 

企画調整課 訴訟室 杉浦室長 

 原子力発電安全審査課 山本統括安全審査官、渡邉課長補佐、

嶋﨑安全審査官 

文部科学省 

 原子力安全課 保障措置室 佐伯室長 

核燃料サイクル開発機構 

 菊池理事、新澤ふげん発電所副所長 

 

４．議 題 

（１）日本原子力発電株式会社東海発電所の原子炉の設置変更について（諮問） 

（２）日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更について

（諮問） 

（３）核燃料サイクル開発機構 東海再処理施設における計量管理の改善状況

－IAEA に対する計量管理報告の修正について－（文部科学省） 

（４）高速増殖原型炉「もんじゅ」控訴審判決に対する上告受理申立て理由書

の提出について（原子力安全・保安院） 

（５）「ふげん」の運転終了について（核燃料サイクル開発機構） 

（６）市民参加懇談会の開催結果について 

（７）原子力委員会専門委員について 

（８）その他 

 

５．配布資料 

資料１－１ 日本原子力発電株式会社東海発電所の原子炉の設置変更（原子

炉施設の変更）について（諮問） 

資料１－２ 日本原子力発電株式会社東海発電所原子炉設置変更許可申請

（原子炉施設の変更）の概要について 

  資料２－１ 日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更

（原子炉施設の変更）について（諮問） 

  資料２－２ 日本原子力発電株式会社東海発電所原子炉設置変更許可申請

第 1 0 回 原 子 力 委 員 会  

資 料 第 ５ 号 



 2

（原子炉施設の変更）の概要について 

資料３   核燃料サイクル開発機構 東海再処理施設における計量管理の

改善状況 

資料４   高速増殖原型炉「もんじゅ」控訴審判決に対する上告受理申立

て理由書の提出について 

資料５   新型転換炉「ふげん」の運転終了について 

資料６   「市民参加懇談会ｉｎ青森」の概要 

資料７   原子力委員会専門委員の変更について（案） 

資料８   第８回原子力委員会定例会議議事録（案） 

 

６．審議事項 

（１）日本原子力発電株式会社東海発電所の原子炉の設置変更について（諮問） 

（２）日本原子力発電株式会社東海第二発電所の原子炉の設置変更について

（諮問） 

 

審議事項「（１）日本原子力発電株式会社東海発電所の原子炉の設置変更

について（諮問）」及び「（２）日本原子力発電株式会社東海第二発電所の

原子炉の設置変更について（諮問）」を併せて、山本統括安全審査官より資

料１－１、資料１－２、資料２－１、資料２－２に基づき説明があり、以下

のとおり質疑応答があった。 

 

（竹内委員）減容化については、最近のトレンドであり、方向性として問題

ないと思う。セメント混練固化装置でどの程度減容するのか。 

 

（山本統括安全審査官）従来の直接セメントと混ぜる装置に比べて１／５程

度である。 

 

（竹内委員）高周波加熱の雑固体減容処理設備の方はどうか。 

 

（山本統括安全審査官）１／４程度である。 

 

（嶋﨑安全審査官）濃縮廃液から減容固化体にした段階でかなり減容してい

る。セメント混練固化装置はその減容固化体を六ヶ所で埋設処分できるよ

うにするためにセメントを入れて固化するものである。 

 

（竹内委員）セメントを入れるのは均一処理という意味合いか。 

 

（嶋﨑安全審査官）そのとおりである。 

 

（木元委員）減容することについては理解できるが、地元に対して説明はし

ているのか。 
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（山本統括安全審査官）地元に対して、我々から特別に説明するということ

はないが、今回諮問させていただいたことについてホームページに載せる。 

 

（木元委員）減容することや運搬のしやすさについてはわかるが、こういっ

た手法は以前から使われているのか。 

 

（山本統括安全審査官）減容処理については他の発電所でも実績がある。 

 

（藤家委員長）混練という言葉はあまり聞いていない。 

 

（嶋﨑安全審査官）減容固化体のセメント混練については福島第一原子力発

電所で採用している。 

 

（藤家委員長）東海発電所は今、解体中だが、第二発電所へ持っていかなけ

ればならいものはかなりあるのか。 

 

（嶋﨑安全審査官）東海発電所の本格的な解体作業はまだであり、安全貯蔵

の段階にある。今回の申請は解体に伴うものではなく、運転中に発生した

グラファイト・スリーブなどの処理に関するものである。 

 

（渡邉課長補佐）東海発電所から出てくる具体的なものとしては、資料２－

２の５ページにあるとおり、蒸発器廃棄物、使用済樹脂、砂がセメント混

練固化装置に入り、使用済燃料グラファイト・スリーブが雑固体減容処理

設備に入るという流れである。 

 

（３）核燃料サイクル開発機構 東海再処理施設における計量管理の改善状況

－IAEA に対する計量管理報告の修正について－（文部科学省） 

 

標記の件について、佐伯室長より資料３に基づき説明があり、以下のとお

り質疑応答があった。 

 

（遠藤委員長代理）ＳＲＤ（受払間差異）２０６ｋｇが５９ｋｇになったこ

とについて、これが誤差の範囲にあることを、中立機関であるＩＡＥＡ（国

際原子力機関）が確認・評価したことが一番のポイントである。 

時間がかかりすぎている点については、今後はこのようなことがないよ

うに早急に対処するようにお願いしたい。また、六ヶ所再処理工場は東海

再処理施設よりはるかに大きく８００トンの使用済燃料を処理する施設と

なっている。誤差はある程度仕方がないとしても、できる限りこのような

ことが起こらないように今回のことをいかしてほしい。 

問題は払出側（発電所側）の要因もある。電気事業者にも原子炉におけ

るＰｕ生成量に係る計算コードによる誤差の改善について再検討してもら

った方が良いのではないか。 
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日本が保障措置をきちんと行っていることを示すことが非常に重要であ

る。常に日本の活動を自省しながら取り組んでほしい。 

 

（木元委員）２０６ｋｇを聞いたときは非常に驚いた。再処理はイギリス、

フランス、ベルギーでも行っているが、そこでこのような事案は過去にあ

ったのか。 

 

（佐伯室長）海外の詳細については、ＩＡＥＡはなかなか答えてくれないが、

計算コードの関係もあり、誤差が出てくるのは当然のことであるとの認識で

あり、ＩＡＥＡ自身もいろいろなデータを調べているが、５９ｋｇは特別

異常な値ではないと言っている。 

 

（木元委員）ＩＡＥＡの方からいろいろ問題提起があったと思うが、それ以

前に受入側（再処理施設側）に当事者としての意識はあったのか。 

 

（佐伯室長）差が出ることは承知していたと思うが、大きな数字になると思

っていたとは言えない。 

 

（木元委員）こういう問題を抱えていたことについては疑義の目で見られる。

自分達が問題意識を持って、明確に自分の姿勢を誇示していかなければ国

際社会では理解されないと思う。この件は今後も注視していきたい。 

 

（竹内委員）今回、受入側がこのように究明されたことは日本としても成果

であり、この成果を六ヶ所再処理施設にもいかす必要がある。払出側にと

って計算コードは技術の中核であり、一生懸命やっていると思うが、実績

が増えれば増えるほど精度は上がるはずなので常にブラッシュアップを図

る必要がある。払出側も説明責任を果たしていく努力が必要である。 

 

（藤家委員長）払出側と受入側のコミュニケーションが良かったのかについ

ては疑問である。それがないと計算コードの検証にはつながらない。 

 

（佐伯室長）今回、受入側のデータをかなり検証できたので、払出側にも伝

えるなどして、円滑な見直しが行えるように努力したい。 

また、ＩＡＥＡからは今回の一連の作業は非常に協力的だったと評価さ

れているので紹介させていただく。 

 

（木元委員）当事者としての問題意識は常に持っていてほしい。専門家がや

っているからだけではなく、原点に戻って考えてみる姿勢もあってほしい

と思う。 

 

（藤家委員長）今の議論を参考に、引き続き努力をお願いする。 
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（４）高速増殖原型炉「もんじゅ」控訴審判決に対する上告受理申立て理由書

の提出について（原子力安全・保安院） 

 

標記の件について、薦田審議官より資料４に基づき説明があり、以下のと

おり質疑応答があった。 

 

（森嶌委員）資料４は、最高裁判所が何を審査するのかということに焦点を

絞り、技術的にどうか、原子炉等規制法から見て何が問題なのか、過去に

最高裁判所が原子力に対してどのような判断をしたのかという観点から良

く整理されていると思う。 

 

（木元委員）控訴審の時と比べて、今回の国側の体制はどうか。地に足をつ

けた強固な体制を整えたと考えて良いか。 

 

（薦田審議官）高等裁判所の判決は青天の霹靂であった。裁判官に理解して

いただけなく残念に思っている。今回は法律家のチームに法務省の方に参

加いただいており強固な体制となっている。我々の方も外部の先生に入っ

ていただいて技術的な面でチェックをするチームを作り、２回ほど判決に

対する問題点を指摘していただいて上告理由書を作っている。 

 

（遠藤委員長代理）最高裁判所では弁論の機会はあるのか。 

 

（杉浦室長）最高裁判所では原則国側の弁論の機会はない。 

 

（薦田審議官）上告理由書が最も重要なペーパーであり、これをご覧になっ

て判断していただくことになる。従って、上告理由書の作成に全精力を注

いだつもりである。 

 

（木元委員）これまで関心を持たなかった一般の方々が今回の「もんじゅ」

の判決でこれは危ないと思ってしまったところがある。裁判は裁判として、

一方、一般の方々がどう受け止めたのかを把握しておいてほしい。危険視

する人が増えたように思う。 

 

（薦田審議官）福井県以外でも、やはり危なかったのではないかという話は

あった。そういう意味では、きちんと説明していかなければならないと思

っている。裁判については、法律論の話であるが、一般向けには、原子力

安全委員会が判決に対する見解をとりまとめていただいており、そういっ

たものを利用しながら説明していきたいと思っている。原子力学会等から

も話をしてほしいという申し込みがあり、また、当院長に対しても対談の

申し込みがあるので、そういった機会を使いながら、裁判の話というより

は安全の話をしていきたいと思っている。 

 



 6

（木元委員）なぜ「もんじゅ」なのかについて、また広聴・広報を実施して

いかなければならない時期である。 

 

（藤家委員長）日本の原子力の安全審査は、ダブルチェック方式であり、世

界に勝っているという点を説明に加えてほしい。 

 

（薦田審議官）原子力安全委員会で作成した見解「高速増殖原型炉「もんじ

ゅ」に関する名古屋高等裁判所金沢支部の判決に係る原子力安全の技術的

論点について」にその説明が入っている。我々が説明する際もダブルチェ

ックの話をしていきたい。また、ダブルチェックもさることながら、当時

の「もんじゅ」の安全審査のメンバーは材料、炉物理といったあらゆる分

野の最高峰の先生を網羅しており、当時の日本の科学的知見を集めた審査

をしているという点を説明していきたい。 

 

（木元先生）過去の審査がどのように行われてきたのかをできる限り公開し

てほしい。 

 

（薦田審議官）裁判の場合は出すように言われてから情報を出すものである

が、一般の方々に説明を行う際にはできる限り公開していきたいと思って

いる。 

 

（森嶌委員）技術問題、法律の問題とは別に、今回の裁判は社会問題となっ

ている。「もんじゅ」そのもの、あるいは核燃料サイクルの考え方につい

て国民の皆さんの理解を得るための活動が必要である。 

 

（薦田審議官）文部科学省がプロジェクトチームを作って、活動を行ってい

る。 

 

（木元委員）自民党の原子燃料サイクル特別委員会、エネルギー総合政策小

委員会などエネルギー関係委員会の合同会議に原子力委員が出席し、「も

んじゅ」について話題になった際にも申し上げたが、「技術的な安全性」

と「なぜ必要性か」ということをパラレルに説明していかなければ認めて

もらえない。「なぜ必要か」については専門家だけでは説明できない。 

 

（薦田審議官）高速炉は世界の中で日本だけがやっており、高速炉は衰退し

ているというイメージの新聞論調もあるが、ＤＯＥ（米国エネルギー省）

における高速炉の利用についての議論も活発になってきており、世界はも

っとダイナミックに動いている。高速炉という観点と、日本の長期的な視

点に立った増殖炉という観点から原子力委員会にもっと議論を盛り上げ

ていただきたいと思う。 

 

（藤家委員長）資源の乏しい我が国においては、供給安定性に優れ、環境負
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荷の少ない原子力発電を基幹電源と位置付け、使用済核燃料を再処理して

回収されるプルトニウムなどを有効利用する核燃料サイクルの確立を原

子力政策の基本としているということを、いろいろな機会の度に確認して

きた。原子力委員会は核燃料サイクルの確立を原子力政策のトッププライ

オリティとして位置付けていることを何度も申し上げてきた。核燃料サイ

クルを進めていく上で２つのポイントがあることも申し上げてきた。一つ

は軽水炉におけるウラン・プルトニウム混合酸化物燃料を利用するプルサ

ーマル計画を推進することであり、二つ目に次の段階として、資源の利用

効率の高い核燃料サイクルを実現できる高速増殖炉の研究開発を推進す

ることである。その中でも、「もんじゅ」は国際的にも貴重な施設であり、

高速増殖炉の研究開発の場の中核として重要であると認識している。これ

は原子力長期計画でも明確に位置付けている。 

今回の件は木元委員、森嶌委員の言うとおり、社会問題として大変クロ

ーズアップされているが、むしろ良い機会と捉えて、安全確保を大前提と

して地元をはじめとした国民の皆さんへの説明責任を果たし、国民の理解

が得られるよう進めてほしいと思っている。我々原子力委員会も正面から

取り組んでいくつもりである。 

 

（木元委員）藤家委員長の話はそのとおりである。我々には原子力長期計画

があり、ご理解をいただけるように取り組んでいくことは当然であるが、

その前にこのような判決が出たことに対して、国民がどのように考えてい

るのかを広く聴いてほしい。こちらから「こうなんです」と話すのではな

く、「それならば「もんじゅ」は必要」という「解」が相手から出てくる

ようなやり方の方が正論だと思っている。市民参加懇談会でも知りたい情

報は届いていますかという観点から、核燃料サイクルのあり方について取

りあげたが、そういう手法でやっていかなければならない。 

 

（藤家委員長）「人を見て法を説く」との観点は大事にしてほしい。 

 

（５）「ふげん」の運転終了について（核燃料サイクル開発機構） 

 

標記の件について、菊地理事より資料５に基づき説明があり、以下のとお

り質疑応答があった。 

 

（遠藤委員長代理）「ふげん」の技術的な成果をプルサーマルなり、高速増

殖炉なりにどのように継承していくのか具体的に教えてほしい。 

 

（菊地理事）高速増殖炉「もんじゅ」への継承という点では、一番は人材で

あると思っている。炉型は違うが８０％程度が同じ技術であり、「ふげん」

で運転を経験した人材を「もんじゅ」へ配置するといったことを行ってい

く予定である。プルサーマルについては、我々はＭＯＸ（混合酸化物）燃

料の利用に係る再処理、炉心管理の実績があり、我々の経験をいかしてい
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だくことができると思っている。 

 

（遠藤委員長代理）広報の点以外に技術的にはどうか。 

 

（菊地理事）ＭＯＸ燃料の再処理において一番いかせると思う。 

 

（藤家委員長）技術も大事であるが、一番大事なことは外国からの技術導入

ではなく、すべて自主開発したということをどのようにいかすかだと思う。

大局観を持って一つのシステム開発をやり、実用化へ持っていくというプ

ロセスが大事である。 

 

（木元委員）特許は取っているのか。 

 

（新澤副所長）取っている。これを従来もいかしてきたし、これからもいか

していきたいと思う。 

 

（木元委員）研究開発にいくらかかった、廃止措置にいくらかかるという情

報だけが一人歩きしているが、特許権を持っているならば、商売として特

許を活用することもできるのではないか。世界に誇れる特許を持っている

ならば、もっと宣伝すべきではないか。パンフレットに成果がたくさん記

載されているが、特許については書かれていない。 

 

（竹内委員）自主開発で、これだけ立派な成果をあげたことは金字塔だと思

う。「ふげん」に携わった方々から、やるべきことはやったという話をお

聞きして、技術者冥利につきると感じた。体験したノウハウを持っている

ことが一番の成果ではないか。実証炉までいかなかったことは残念である

が、成果はプルサーマル等に使えるわけであり、日本の原子力の礎の一つ

として活用するよう期待している。 

 

（藤家委員長）日本の原子力基本法の中に「自主、民主、公開」という言葉

があるが、公開という言葉はずっと生きてきて、ますます盛んになってき

ている。自主というのはどうなったのかと心配であったが、自主を実践し

たのは正に「ふげん」であり、ＡＴＲ（新型転換炉）であった。自主開発

の重要性は原子力基本法に書いてあるだけでなく、これからも大事になっ

ていくと思う。その意味合いを再度確認しながら、これからも対応してほ

しいと思う。核燃料サイクルの輪を既に閉じているということをもっとう

まく宣伝してほしい。 

今後は、これからの原子炉の廃止措置の先兵としての役割を持つことに

なると思うが、決まった時間でどうすれば成果があがるのかが重要である。 

  平成７年に原子力委員になったときにＡＴＲの実証炉の問題に直面した。

ＡＴＲ実証炉の開発を断念せざるを得ない立場になったのは今でも痛恨の

極みである。かたやＣＡＮＤＵ炉（Canadian d euterium uranium reactor）
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が実用炉として世界にマーケットを持っている中で、この件は忸怩たると

ころがあった。 

  「ふげん」に関与された方々が、４番バッターではなくチヤホヤされな

いスイッチヒッターとして何としても自分のポジションを探そうとしてき

たことが自主開発につながったと思う。関係者の皆さんにはお礼を申し上

げたいのと同時に原子力委員会がこれを実用まで引っ張れなかったお詫び

をしておきたいと思う。これまでのことを参考にして将来の展望を開いて

いただきたいと願っている。 

 

（６）市民参加懇談会の開催結果について 

 

標記の件について、犬塚参事官補佐より資料６に基づき説明があり、以下

のとおり木元委員から補足があった。 

 

（木元委員）資料６の１ページにあるとおり、コアメンバーが全体を進行さ

せていくというスタイルをとっている。第１部では、コアメンバーの中村

浩美さんがコーディネートしてパネリストのご意見を引き出していった。

第２部では第１部に引き続き、説明者として後ろに内閣府、資源エネルギ

ー庁、原子力安全・保安院、日本原燃㈱の方に座っていただいて、どんな

ことについても誠実にお答えする形にした。会場にはかなり専門の方もお

見えになっていたと思う。日本原燃㈱の組合員の方もいらっしゃっていて

ご意見と質問をいただいたが、珍しいことだったので印象に残っている。 

また、ＮＵＭＯ（原子力発電環境整備機構）が最終処分地の公募をして

いるが、その資料を持っていってご自由にお取りくださいと置いておいた。

会場からの質問によって進行する第２部のときに、そのパンフレットをか

ざして「これを青森に持ってきて配るとはどういうことか」と質問する方

がおられた。なぜそのように質問されたかというと、「このようなパンフ

レットを今まで見たことがなかった。青森を最終処分地にしないという確

約を取っているにもかかわらず、このようなパンフレットを配るというこ

とは、なし崩し的に青森を最終処分地にしようとしている魂胆ではない

か。」という疑いからだった。「青森を最終処分地にしないということを

約束している。このパンフレットをよく読んで下さい。こういう方法で処

分地が決まるということを知ってください。」とお答えしたが、やはり青

森にはそのように疑心暗鬼になってしまう方がいらっしゃるということで

ある。そういった疑いを解消するためには、きちんと説明責任を持って正

確な情報を出していくことが大切であり、それが情報公開だということを

改めて確認した。 

 

（７）原子力委員会専門委員について 

 

標記の件について、榊原参事官より資料７に基づき説明があり、本件につ

いては了承された。 
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（８）その他 

 ・事務局作成の資料８の第８回原子力委員会定例会議議事録（案）が了承さ

れた 

・事務局より、４月８日（火）の次回定例会議の議題は「第４回アジア協力
フォーラム（ＦＮＣＡ）コーディネーター会合開催結果について」等を中

心に調整中である旨、発言があった。 


